
高齢者なんでも相談センター（地域包括支援センター）
をご利用ください
問高齢者支援課☎0422-29-8388

　地域包括支援センターの機能を分かりやすくお伝えし、親しみ
を持って利用していただくため、愛称がつきます。
　「高齢者なんでも相談センター」では、高齢者が住み慣れた地域
で安心して暮らし続けることができるよう、さまざまな相談にお
応えしています。また、身近にいる高齢者の不安などに気が付い
た方は、お住まいの地区の同センターへご連絡ください。
※窓口の場所・担当地区・職員に変更はありません。

4月から地域包括支援センターに愛称がつきます

名称 担当地区 所在地 問い合わせ

①東部高齢者なんでも相談センター（地域包括支援センター） 牟礼、北野、
新川2～3丁目

下連雀5-2-5
弘済ケアセンター内 48-8855

②井の頭高齢者なんでも相談センター（地域包括支援センター） 井の頭 牟礼6-12-30 
牟礼老人保健施設はなかいどう内 44-7400

③連雀高齢者なんでも相談センター（地域包括支援センター）
下連雀5～9丁目、
上連雀6～9丁目、
野崎1丁目

下連雀8-3-6 野村病院内 40-2635

④三鷹駅周辺高齢者なんでも相談センター（地域包括支援センター） 下連雀1～4丁目、
上連雀1～5丁目

下連雀4-2-8
介護老人保健施設太郎内 76-4500

⑤西部高齢者なんでも相談センター（地域包括支援センター） 井口、深大寺、
野崎2～4丁目

深大寺2-29-13
高齢者センターけやき苑内 34-6536

⑥大沢高齢者なんでも相談センター（地域包括支援センター） 大沢 大沢4-8-8
福祉Laboどんぐり山内 33-2287

⑦新川中原高齢者なんでも相談センター（地域包括支援センター） 新川1・4～6丁目、
中原

新川5-6-31
特別養護老人ホームみたか紫水園内 40-7204

※市外局番「0422」は省略。
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『新興感染症等の拡大を防ぎ、
安心して暮らせるまちを守るために
―三鷹市新興感染症等対策行動計画―（仮称）

（素案）』にご意見をお寄せください
問健康推進課☎0422-24-7145

　同計画は、新たな感染症の発生時において、感染拡大の防止策を実施し、市民
の生活や地域経済への影響を最小限にすることを目的としています。
　全文は市 HPのほか、同課、相談・情報課（市役所2階）、市政窓口、市民協働
センター、コミュニティセンターなどでも閲覧できます。

意見の提出方法
　4月3日㈮（必着）までに必要事項（7面参照）と意見を直接または郵送、ファク
ス、電子メールで「〒181-8555健康推進課」（元気創造プラザ2階）・Fax0422-
46-4827・ kenkou@city.mitaka.lg.jp、または入力フォーム（QRコード）へ

生涯学習・スポーツ施設などの
貸切使用に必要な登録の受付を
開始します
問スポーツ推進課☎0422-29-9863

　10月1日㈭以降に、生涯学習・スポーツ施設などを貸し切りで使用
するための団体登録・個人登録の受付を開始します。詳しくは、市
HPでご確認ください。

4月15日〜 団体登録の受け付け開始
5月15日〜 個人登録の受け付け開始（一部のテニスコート対象）
7月1〜10日 10月分の施設使用申請（抽選）
8月1日〜 10月1日以降の施設使用申請（先着制）
10月1日〜 施設使用開始、クレジットカード支払い利用可（予定）

※団体・個人登録の完了には申請から2～3週間かかります。
※9月30日㈬までの施設使用申請は現在の予約システムで行います。

4月15日㈬午前9時から

● 介護について相談したい
● 記憶のしづらさが気になってきた
● 地域で運動や活動ができる場所を知りたい
● 今後の家のこと、財産のことが心配　など

5  西部

6  大沢

1  東部

2  井の頭

7  新川中原

4  三鷹駅周辺

日月～土曜日（㊡年末年始、祝日）午前9時～午後5時

お困りごとがあれば、なんでもお気軽にご相談ください

今後のスケジュール

例えば

5No.1807　2026.3.15

はがき・ファクス・電子メールによる申し込みは、7面上部「申し込みの記入例」の必要事項を必ず記載してください。


